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令和
れ い わ

5年
ねん

度
ど

 ＰＴＡ総会
そうかい

(書面
しょめん

表決
ひょうけつ

)のご報告
ほ う こ く

 

 
時下
じ か

、皆様
みなさま

にはますますご清祥
せいしょう

のこととお慶
よろこ

び申
もう

し上
あ

げます。 

さて、本年度
ほ ん ね ん ど

のＰＴＡ総会
そうかい

は昨
さく

年度
ね ん ど

に引
ひ

き続
つづ

き書面
しょめん

表決
ひょうけつ

となりました

が、お忙
いそが

しい中
なか

多
おお

くの会員
かいいん

の皆様
みなさま

、先生方
せんせいがた

にご提出
ていしゅつ

いただきまして誠
まこと

にあ

りがとうございました。 

結果
け っ か

について下記
か き

のとおりご報告
ほうこく

いたします。 

 

記
き

 

○総会成立
そうかいせいりつ

の資格確認
し か く か く に ん

 

ＰＴＡ会員数
かいいんすう

 732名
めい

（家庭数
か て い す う

 682名
めい

、教員数
きょういんすう

 50名
めい

） 

 

提
て い

出
し ゅ つ

数
す う

  579枚
まい

 

（書面表決書
しょめんひょうけつしょ

 351枚
まい

、委任状
いにんじょう

 227枚
まい

、無効
む こ う

 1枚
まい

） 

 

ＰＴＡ規約
き や く

（第
だい

七章
しょう

 第
だい

十四条
じょう

）により、会員
かいいん

の過半数
かはんすう

の書面表決書
しょめんひょうけつしょ

お

よび委任状
いにんじょう

の提出
ていしゅつ

を以
もっ

て本総会
ほんそうかい

は成立
せいりつ

いたします。 

 

○令和
れいわ

5年度
ねんど

ＰＴＡ総会
そうかい

表決
ひょうけつ

結果
け っ か

 

第
だい

1号
ごう

から第
だい

6号
ごう

の議案
ぎ あ ん

は過半数
かはんすう

の賛成
さんせい

、第
だい

7号
ごう

（ＰＴＡ規約
き や く

変更
へんこう

について）

の議案
ぎ あ ん

は三分
ぶん

の二以上
いじょう

の賛成
さんせい

を以
もっ

て可決
か け つ

されました。 

 

※ＰＴＡ規約
き や く

（付則
ふ そ く

）の改正
かいせい

日
び

について、今年度
こ ん ね ん ど

実行
じっこう

委員会
い い ん か い

の日付
ひ づ け

（５月
がつ

11 

日
にち

）を付記
ふ き

しておりましたが、最終版
さいしゅうばん

として配信
はいしん

するＰＴＡ規約
き や く

（付則
ふ そ く

）の改正
かいせい

日
び

については、６月
がつ

５日
か

(審議
し ん ぎ

期間
き か ん

最終日
さいしゅうび

)といたします。 

 

 

 

○訂正
ていせい

について 

  本総会期
ほんそうかいき

間中
かんちゅう

、ＰＴＡ会員
かいいん

1名
めい

より総会
そうかい

資料
しりょう

についてご指摘
し て き

を受
う

け、次
つぎ

に

よる訂正
ていせい

を行
おこな

いました。予算案
よさんあん

についてはご承認
しょうにん

いただいたものと判断
はんだん

 家 



し、疑義
ぎ ぎ

のある方
かた

は 6月
がつ

末日
まつじつ

までに会長
かいちょう

富永
とみなが

までご連絡
れんらく

くださいますよう

お願
ねが

い致
いた

します。ご迷惑
めいわく

をおかけしましたことを深
ふか

くお詫
わ

び申
もう

し上
あ

げます。 

 

  ①【令和
れ い わ

4年
ねん

ＰＴＡ会計
かいけい

決算
けっさん

報告書
ほうこくしょ

】(P.7)におけるＰＴＡ会長
かいちょう

の印
いん

（無
な

し） 

→原本
げんぽん

への捺印
なついん

 

②【ＰＴＡ特別
とくべつ

会計
かいけい

報告書
ほうこくしょ

】(P.7)の資料
しりょう

3,4における表
ひょう

の下
した

の記載
き さ い

文
ぶん

 

  誤
ご

）令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 → 正
せい

）令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

  

③【令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

ＰＴＡ会計
かいけい

予算
よ さ ん

案
あん

】(P.8)における収 入
しゅうにゅう

の部
ぶ

-対前
たいぜん

年度
ね ん ど

比較
ひ か く

-会費欄
かいひらん

 

誤
ご

）93,000 → 正
せい

）△93,000 
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令和５年度 PTA総会 質疑回答集 

 質 疑 回 答 

1 決算報告書に PTA 会長の捺印がありませ

ん。不要にルール変更されたのでしょう

か？ 

 

ご指摘のとおり不足しておりました。書

類を訂正させていただきます。（添付資料

２） 

２ 決算報告書の会計署名が１名分しかない

のは何故でしょうか？年度途中に転校な

どでやむを得ず退任されたのでしょう

か？令和４年度の PTA 規約では２名とあ

るので、特に理由の記載なく会計の欄が１

名分空欄なのが気になりました。 

会計１名が、急な転居に伴い３月末で

退会されたため、４月の監査業務に関わ

ることは不適切であると判断いたしまし

た。また、PTA規約には、監査の際に必

要な会計の人数は明記されていないため

１名で問題がないことを、R４年度役員

会にて確認いたしました。 

 

３ 繰越金が多すぎると思います。１３〜１

５%にすべきところ、令和４年度の繰越金

は本来繰越金とすべき額の倍以上になっ

ています。 

役員会で承認されれば複数月の会費徴収

停止も可能だったはずですが、そうしなか

った理由を説明願います。 

R４年度役員会は、年度末に繰越金過多

が予測されることを議題として扱ってお

らず、会計が独断で進めてしまいまし

た。R４年度会計は、R５年度にはコロナ

による事業縮小が緩和され支出が増加す

るであろうと予測したことと、IT化推進

のための予算だてが新たに加わる計画に

なっていたことから、繰越金が多めでも

かまわないであろうと判断しました。 

 

今後このようなことが無いよう、「徴

収した会費は年度内の会員のために使用

するもの」という原則を、役員間で共有

し、必要以上の繰越金をプールすること

が無いように配慮して参ります。また、

繰越金過多が見込まれた場合の解決策に

ついて、役員会にて議論いたします。 

 

なお、繰越金の割合については、R２年

度までは１３～１５%の繰越金でした

が、R３年度より備蓄水・食の購入が始

まったことで年度初めに必要な金額が増

えたため、役員会を経て１６％の繰越金

へ変更されたことをご承知おきくださ

い。 

 



４ 特別会計報告書の資料３，４について、

表の下に記載された文言が「令和３年度」

となっていますが、「令和 4 年度」ではな

いでしょうか？ 

ご指摘のとおり、正しくは「令和４年

度」です。書類を訂正させていただきま

す。（添付資料２） 

 

 

５ 予算案の「収入の部−対前年度比較−会

費」欄には、△印が必要ではないでしょう

か？ 

確認不足により発生してしまいまし

た。書類を訂正させていただきます。 

 

６ 繰越金が非常に多いため、コロナ禍が明

けて活動が再開したとしても、予算を使い

きれるか非常に不安のある予算案です。 

特に「運営活動費」と「事務備品費」は

リモート化やミマモルメによるペーパー

レス化が進む中、この予算では使いきれる

のがかなり不安な内容ですが、大丈夫でし

ょうか？ 

運営の効率化、会員様の利便性向上のた

め、IT化を推進していく所存です。「運営

活動費」「事務備品費」には、そのための

予算があらたに組みこまれているため、

予算額が大きくなっております。 

具体例としては、PTA が使用する小会議

室に Wi-Fi を導入するための費用、会員

管理を IT 化するシステムの利用費、PTA

広報用ホームページの利用費、オンライ

ン会議用のサービス利用費や機材費、セ

キュリティ対策費用等です。 
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